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資料「 厚生労働省説明資料 

，「生活保護の 見直しと自立支援プロヴラム」～生活保護業務の 改善～ 

資料 2  地方自治体における 事例の報告① 

・「八尾市生活保護受給母子世帯自立生活支援事業」について 

資料 3  地方自治体における 事例の報告② 

・「京都市における 就労支援の取組について」 
～組織的な取組に よ る自立支援の 推進に日けて ～ 

参考資料 

・「生活保護 就労支援の手引き」 ( 京都市保健福祉局生活福祉部地域福祉課 ) 



厚生労働省説明資料 

「生活保護の 見直しと自立支援プロバラム」 

～ 生活保護業務の 改善 ～ 

厚生労働省社会・ 援護局保護課 



生活保護の見直しと 自立支援プロバラム 
～生活保護業務の 改善～ 

「 生活保護制度の 在り方に関する 専門委員会報告 之
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生活保護制度の 見直しの概要 
 
 

社会保障審議会福祉部会生活保護制度の 在り方に関する 専門委員会報告 宰 ( 平成「 6 年 12 月 ]5 日 ) を踏まえ、 
社会経済構 勢 ，家族形態の 変貌等に対応するため、 生活保護基準や 制度・運用の 在り方と自立支援の 見直しを実施 

0 現在の生活保護の 制度や連用の 在り方で生活 困 
窮 者を十分支えられているか 

への対応に限界があ るのではないか 

・生活扶助基準の 5 年に一度の定期的検証 

  老齢加算の段階的廃止     

・母子加算の 見直し 

・高校就学費用の 給付 等 

0 制度・運用の 在り方と自立支援の 見直し 
・自立支援プロバラムの 導入 
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0 自立・就労を 支援し、 保護の長 期 化を防ぐための 
取組が + 分であ るか 

  実施体制の整備 

・資産，能力の 活用等の在り 方の見直し 等 
    

2  生活保護業務の 改善について 

0  生活保護業務の 改善の目指すのは ，現場 ( ケースワーカ 一等 ) が抱える様々な 問題 

を 解消し，やりがいがあ る仕事にすること 

(1 ) 誰でも行える 業務 へ 

0  生活保護制度の 目的 

最低生活の保障 吟 主に金銭 (X は 現物 ) を給付することにより 達成 

      
Ⅰ
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Ⅰ
 
ユ
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      [ 課題 J ( 就労自立の例 ) 
  
  
  

: . 被 保護者に対して、 例え ぼ 「 働 いてください」というだけで 目 : 

: 的が達成することができるほど 甘いものではない 
  
  

      ・即効薬といえるほどの 手法はな い 
  
  
  

: . これまでの実践により 得られたノウハウが 実施機関等に 蓄積 :   
 
 

 
 

 
 



基本的な考え 方 

S 毛リブ 被 保護者のことを 知る ( 調査 ) ） 

奪 Ⅰ 5 跨のを [.L 被 保護者にあ った支援方針を 立てる ( 分析・計画 ) ） 

S 梧 つイ   S め り 3   
支援の結果を 評価する ( 評価 )  ぐ コ支援方針にそって 支援を行う ( 実施 ) 

  自立支援フロクラム ほ 目標達成のための 具体 

的な支援策の「 つ 

[St に 梧 01 「 被 保護者のことを 知ること」 ( 調査 ) 切 

0  多くの要因の 中から解決の 手を打つべき 重要な要因 ( 喫緊の要因 ) を絞り込み、 まず 

その解決を図っていく   
    

; 「 80/20 の原則」 数 あ る要因の中から 20% の重要な要因を 選び出して解決 : 
    
    
  の手を打て は 、 それだけで 80% ほ 解決できる。   
  

      「 ABC 分析の法則」 数 あ る要因を分類整理して、 その重要な順に 解決の手を打       
  
  

  
  っていけば、 効率的に問題点は 解決される。   

    
0  自立阻害要因を 把握する手法 

C の 木人の申 互 に よ る自立阻害要因 与 客観的に把握される 事実 

又は 

紬 本人の申 立 による自立阻害要因 井 客観的に把握される 事実り 

( 必要に応じて ) 与 
Ⅰ         Ⅰ %% ---------  ど 侵珪 出 れ㌧ ③文書指示等を 活用し本人に 客観的事実の 認識を求める り 

    

  

④本人とも相談のうえ 自立阻害要因の 解決のための 
取り組み方法を 具体的に定める ｜ 
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 イ
 

 
 



0  マニュアル ( チェックシート ) 化、 様式化 

  主治医訪問の 方法、 就労状況の聞き 取りの工夫、 レセプト点検の 方法、 就労の可否 

の 指針化 

  様式に記載する 習慣付け、 記載の有無のチェッ ク が別途必要 

5 億り 2 「 被 保護者にあ った支援方針を 立てる」 ( 分析・計画 )   

[ 支援方針策定手順 ] 

Ⅰ Ⅰ 

②目標の設定 ③要因の把握 
( 望ましい状態 )   

①現状の把握 
  

( 解決すべき問題 ) ・ 要因 C 
  

( ④具体的な計画 ) 

  
          

        現状の把握 から いきなり ④具体的な計画 
          

0  具体的な支援方針のイメージ 
Ⅰ ""                                                                                                                                                         

Ⅰ : X 従来、 稼働能力のあ る者への処遇 は 、 処遇方針を「就労指導」とした ぅえ 、 本人に就労するよう 指導すると 

:  ともに求職状況報告書の 提出を求めるような 形   
  

    
      

.0  ( 大目標 ) フルタイムでの 就労開始 ( 目標達成期限 :00 年 0 月 ( か 月後 り 
  
  
  

: 目標達成のための 小 実行者 内 容 頻 度 眼 期 期待される変化 ( 評 : 

( 期間 @  価 指標 ) :   目 『 
  
  

4 月       履歴書の書き 方教示 履歴書を書かせる 「 回 履歴書が書けるよ う : 
    
  になる   

: 面接の仕方教示 面接に当たっての 留意点 Ⅰ 回 4 月 自信を持って 面接を : 
  
  や 心構えを教える ( 会社訪問前 受けられるようにな :   
    
  に 再確認 る   
: 職安への同行 求人票の閲覧及び 会社 紹月 ] 回 4 ～ 7 月 本人のみで紹介を 受 : 
  
  片方法を教える けることができる       
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に 5 跨り 3  支援方針にそって 支援を行う ( 実施 ) リ 

0  自立支援フロクラムによる 支援 

現状   見 古しの方向性 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

実
柱
 
一
 

O
 

 
 （
地
方
自
治
体
の
 

迫
 

が 可能となるよう、 

経済的 拾付に 加え、 

自立支援策を 充実 

。 エ 
自立支援プロバラム 

の導入 

0  自立支援フロクラムに 基づく自立・ 就労支援の流れ 

自立支援プロヴ ラ 

へ 0% 加を指 河 

: 蕃拉 するプロヴラムの       

取組状況が良好又は       
プロバラムが 
本人にとって     

  

    
      

          吏定は の回章が原則 ついては   本人                                                     プロヴラムへの 文名により 指コ 参加 ・指示 % を                     
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止
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O
 

自立支援推進体制のイメージ 

 
 

 
 

0  自立支援フロクラムの 策定手法 ( 例 ) 

[ 自立阻害要因の 把握 ] [ 類型化及 び 要因分析 ] [ 類型にあ れ せたプ ロクラムの作成 ( 米 )] 

結果として 

全ケースを概観し 、 被 づ 000 ケ一 吟 ・社会資源の 開拓 

保護者の状況 ( 自立 咀 ミ 00 ケ一 う ( 職安 OB 屋上け等 ) 

害 要因等 ) を把握 づ 000 ケ一 う ・関係施策の 活用等   
活 用 

支援方針の樹立 支援の実施 
( 行うべき支援内容を 作業レベルまて 具体化 ) 

( ケース診断会議 ( 組織的 ) で判断 ) 

米フロクラムの 内容としては、 就労活動支援だけでなく 健康管理、 意欲向上支援、 社会貢献活動、 

職業訓練等に よ る技能修得等を 含む 

0  自立支援フロクラムを 導入することにより 期待される ち の 

の 「多様な対応」、 「早期の対応」、 「システム的な 対応」が図られる。 

② どこでも同じ 対応すること ( 制度への信頼確保、 ほころびをなくす ) 

③ 目が行き届くことの 重要性 ( 対 CW 、 対被 保護者 ) 

④ 結果から成果 へ 

一 O 一 



Ⅱ S 拮 RD4  支援の結果を 評価する ( 評価 ) Ⅲ 

づ ケース記録等から 把握 

づ ケース診断会議等組織として 評価 

( 自立阻害要因がなれにも 関 ねらず就労活動が 不十分な場合等 ) 

  - - - Ⅱ Ⅰ 

    」 ---%- 貫里主査 揖亨 損戸 -- づ 
            Ⅹ /     

そ ""     保護の停廃止 

[ 評価の流れ ] 

支援の状況を 把握する 

0 
支援結果の評価 

( 目標の達成状況 ) 

  
未 達成事項の要因を 分析 

与 
( 更なる支援を 要する場合 ) 

支援方針の見直し 

(2) 福祉事務所における 生活保護業務の 実施方針 

0  実施方針の策定が、 これまで以上に「計画一実施 一 評価」というサイクルを 意識し 、 

福祉事務所職員の 参加により行われることにより、 生活保護業務における「計画一 

実施 一 評価」の意識付けがされることを 期待。 

ア 従来の位置づけ 

実施方針 ( 運営方針 ) ほ その年度における 当該実施機関の 進むべき方向、 取り組 

むべき重点事項を 示す ち のであ り、 その実施機関が 現在抱えている 問題点 は ついて 

の 改善の方向を 示す ち のであ る。 実施方針の策定については、 実施要領上は 明記さ 

れていないが、 監査の実施要綱において、 策定の有無、 内容の是非を 問 う こととし 

ている。   
へ 

: ( 参考 ) 「生活保護法施行事務監査実施要綱」   
  

  
  

組織的な運営管理の 6 推進 
  
  

    (1 ) 計画的な運営管理の 推進 
  
  
  

      2  運営の方針及び 事業計画の状況 
  
  

  
  

  Ⅱ ) 生活保護の運営についてほ、 ケースワーカ 一等関係職員が 参画し、 本庁が福祉 : 
  
  
  事務所に対して 示した指針、 当該地域の実情、 保護の動向、 福祉事務所の 抱える       
  
  問題点及び指導監査結実等を 十分踏まえた 上で基本的な 方針が決められているか。 :   
  
  (2) 生活保護の運営は、 基本的な方針を 踏まえ、 事業計画を策定するなど 計画的に : 

- 6 - 
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ィ 現行の問題点 

一部の福祉事務所における 運営方針の内容をみると、 保護の動向の 分析や問題点 

の根本的な要因の 分析、 指導監査の指摘事項についての 原因分析が十分でないこと 

に 起因して、 毎年同じ内容でとなっているもの、 運営方針に掲けられた 目標が達成 

されていない 七の、 福祉事務所内に 十分周知されていないもの 等形骸化している 状 

況 がみられる   
Ⅰ 

: ( 例 ) 訪問調査活動が 十分に行われていない 場合   
  

    
  
  監査指摘     訪問調査活動の 実施がされておらず 被 保護者の生活実態の 把握が不十分     
  
    
  改善回答     訪問計画に沿った 訪問調査活動を 行うよう 所 内会議で周知   
    
      運営 方 tW 八のほ 映 : 訪問計画に沿った 訪問調査活動の 的確度実施を 図る   
    

Ⅰ --- ご -%% 安 竺吏 至り 亨 ;-% 刊空 五三笠 哩責 9% 三ミ 慢苧圧 庄司手仕 何 - 町 ---------- づ 

ウ 実施方針の策定方法の 改善 

( ア ) PDS システムの導入 

実施機関の活動の 基礎となる実施方針に 、 ①目標を立て、 ②実施し、 ③評価す 

るという一連の 流れを取り入れ、 実施方針の達成状況を 当該実施機関の 実施水準 

として捉える。 結果として、 生活保護業務の 実施のあ らゆる場面においてこ うし 

た考え方が汎用されるようにする。 

 
 

一
 
/
@
 

 
 



現状把握 

監査指摘 

前年の評価 

 
 

( ィ ) 各段階における 留意点 

① 現状把握について 

各実施機関において、 保護の動向及び 雇用情勢など 地域の状況について、 客 

観 的な資料等に 基づいて分析を 行い、 対応すべき課題について 整理する。   
      [ 例 ] 

  
  
  

: ① 保護の動向 
  
  
  

:  . 開始ケース、 廃止ケースの 動向 
  
  

;  . 世帯の類型別にみた 動向 
  
  
  

:  . 医療扶助 費 、 介護扶助費の 動向 
  
  

; ② 地域の雇用情勢 
  
  
  

;  . 有効求人倍率の 動向、 八日一ワークや 新聞広告等による 求人の動向 
  
  
  

:  . 具体の求人情報の 把握 
  
  

; ③ その他の地域情勢 
  
  
  

:  . 公営住宅の状況 
  
  

    
， ・病院や礼会福祉施設の 設置状況   

  
  
    
  雇用情勢が改善しているにもかかわらず、 開始ケースの 増加や就労によ ; 
    
  る 廃止ケースが 減少している   
  
  
  づ ・無料低額宿泊所が 設置され、 新規申請の増加が 予想されるが、 対応方針 : 
    
    
i  ----- ユ 瞠護 至りⅠ り俺 It-  -  -  -  -  -  -  -  ---------------------  -  -  -  -  -  -  づ 

② 監査指摘事項 ( 実施機関の抱える 問題点 ) 

前年の監査指摘事項などを 踏まえ、 実施機関の抱える 問題点 は ついて把握す 

る。 なお、 問題点の把握については、 単に問題点を 列記するだけではなく、 問 

題 点を分析し、 その問題が生じている 要因を把握する。 

Ⅰ     
  

: 問題点 : 病状把握が不十分 
  
  
  

: 要 因 : . 嘱託医協議の 方法や内容が 定まっておらず 十分に活用が 図られてい : 
    
    
      
    
  ・主治医訪問について 医療機関の協力が 得られにくい   
  
  
  ・具体的な聴取方法が 明確になっていないため、 抽象的な病状把握に : 
  
  

  
  

                      なっており、   その後の処遇につながっていない                                           
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③ 前年度の取組に 関する評価 

前年度に行った 取組の結果の 分析に基づいて、 改善を図る事項の 有無につい 

て検証する。   
      [ 例 ] 

  
  
  

: 前年度取組 : 各 CW あ たり「ケースを 就労支援ケースとして 選定し、 八口一 ワ : 
    
  一クへの同行訪問を 行う   

; 事業結果 : . 対象ケースを 選定し重点的な 指導を行ったことにより、 八口一       
    
  ワークへの同行訪問件数が 00% 増加した   
    
    
  ・しかし就労を 開始したケースは 0% 増にとどまった   

声題 点、 : . 応募書類の送付は 行うが面接まで 至らない場合が 多 い 
  
  
  

  
  ・パリコン操作が 条件となっている 求人が多く、 被保護者の状況 : 
    
    L------- 生空三三ヌ ヅ 三三た圭 - 之 Ⅰ 吐牽 ---------------- づ 

④ 実施方針の策定 

  実施方針の策定については、 業務全般について 網羅するものではなく、 既 

に恒常的な業務として 定着している 事項及び重要性や 緊急性が低いと 考え ろ 

れる事項は除き、 早急な改善や 対応が必要な 事項を中心として 策定する。 

  実施方針には、 問題を生じている 要因の改善に 向け取り組む 内容が明らか 

となるよ う 、 具体的な手順や 方法を盛り込む。 

  また、 できる限り数値目標を 設定するなど、 あ らかじめ取組の 効果を測定 

する指標を設定する。 

  実施方針は、 査察指導員、 又は査察指導員と 現業員の代表者で 構成する 案 

定委員会等によって 原案を作成し、 これを実施機関の 長以下関係職員の 参加 

0% とに十分討議し、 実効性のあ る方針を立てる。   
      [ 例 ] 

  
  
  

    母子世帯の就労支援に 努める CX) 
  
  
  
    

      

      ・他の自治体の 事例等を参考にし、 就労支援の マニ コア ル を作成する。 
  
  
  

: . 母子世帯のうち、 各ケースワーカーあ たり「名を目処に、 就労支援対象ケース : 

      として選定する。   
  

      ・選定にあ たっては、 健康上の間 題 により就労が 困難なケースを 除くととちに、       

: 子供の養育等の 問題が少ないケースを 優先して選定する。   
  

      ・対象ケースについては、 就労支援員を 中心となり、 各ケースワーカーとの 連携 ; 

: の下、 以 F のとおり就労支援対策を 実施する 
  
  
  

: ①就労に向けた 希望の聴取及び 地域の雇用情勢、 求人の動向に 関する説明   
  

; ②履歴書の書き 方、 面接の受け方、 八口一ワークの 活用方法について 指導 
  
  
  

: ③八口一ワークへの 同行訪問 ( 具体的な求人情報の 提供 づ 応募 ) 
  
  

      ④結果の確認及び フ オローアップ 
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⑤ 事業計画の策定及び 取組の実施 

  実施方針に基づき、 月別にあ るいは四半期毎に 、 取り組むべき 重点事項 及 

び 調査事務や各種研修会等の 具体的な取組の 内容及び実施時期を 明らかにす 

るため事業計画を 策定する。 

  事業実施にあ たっては、 適宜進行状況の 確認を行い、 必要に応じ計画の 見 

直しを行 う など、 確実な事業実施に 努める。 

[ 事業計画 例 ] 

0  母子世帯の就労支援 ( 事業計画 ) 

事 項 

マ :i7J レ 作成 
- - - - - - - - - - - 

ケづ 選定 
- - - - - - - - - - - 

面接指導、 

担当者   実 施 時 期   

作成 チ -A   
cw ・ sv 

． @  就 @  労 @  支 援 - - 員 @  - 

就労支援 員 
CW 

第 ] 四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 第 4 四半期 

4 ハ -4/30   ｜ 5/1-5/30  
   

「 2/20     
Ⅰ / Ⅰ 5   

進行状況把握 SV 8/ Ⅰ Ⅱ 0/ 「 「 2/ 「   
結果集約 「 /]5 日 /30 

2/]-2/28   
計画見直し 3/ Ⅰ -3/3  Ⅰ 
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